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告 示■

◎群馬県告示第２６８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和３年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 下仁田町大字川井字天狗平２３７、２４１、２４２、２４２の２、２４３、甲２

４４、乙２４４、丁２４４、甲２４５、丙２４５、甲２６７、乙２６８、２６８の１、２６９の１、２６９の２、

字挙皈り３５３の１、３５３の２、乙３５４、３５４の１、３５４の３、３５５の１、３５９、３６１、３６２、

３６４、３６５、字湯沢３６７、３６７の２、３６９、３７０、３７３、３７４、３７６、３７６の２、３７７、

３７８、３７９の２、３８４、甲３８５、３８７から３９１まで、３９２の１、３９２の２、３９３、字柿木３

９５、丙３９６、乙３９７、３９７の１、３９７の３、４０１、４０２、甲４０３、乙４０３、４０４、字掛沢

４１０、４１０の２、甲４１１、乙４１１、４１２の１、乙４１５、４１５の１、４１５の３、４１５の４、４

１６から４１８まで、４２０、甲４２１、乙４２１、丙４２１、４２２から４２５まで、甲４２６、乙４２６、

４２７の１、４２７の２、４４０の２、甲４４４、丙４４４、乙４４４の１、４４６、甲４４７、乙４４７、４

４７の３、４４８、字塩ノ沢４４９、甲４５０、乙４５０、４５０の３、４５０の４、４５１、４５１の２、４

５２、４５２の２、甲４５３、乙４５３、甲４５４、４５５、４５６、４５７の１、甲４５８、乙４５８、４５

９、４６０、甲４６１、乙４６１、乙４６２、４６３、４６６、甲４６７、４６８の１、４６８の２、４６９、

４７０、甲４７５

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

（1）立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び下仁田町役所に備え置いて

縦覧に供する。

◎群馬県告示第２６９号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和３年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太
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道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

県道 金井小幡線 甘楽郡甘楽町大字天引字鈴宮３６０番 前 ２．０～１７．４ ３９９．３
の５地先から同郡同町大字同字西谷２
５０４番の４地先まで 後 ９．７～２５．６ ４０２．５

甘楽郡甘楽町大字天引字口明塚３３０ 前 ７．１～１６．６ ８．０
番の４地先から同郡同町大字同字同３
２５番の３地先まで 後 ６．７～２４．４ ４３．６

◎群馬県告示第２７０号

河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法に

ついて協議が成立したので、次のとおり告示する。

その関係図面は、群馬県県土整備部河川課及び群馬県高崎土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

令和３年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

管理を行う者
の氏名及び住
所（法人にあ

一級河川 河川管理 河 川 管 理 管 理 の 管理協定
っては、その 管理の内容

の 名 称 施設の名称 施設の位置 期 間 締結の日
名称及び住所
並びに代表者
の氏名）

天王川 右岸 右岸 道路管理者 (1) 道路専用施設（路面（路盤まで 令和３年 令和３年
高崎市棟高 高崎市長 の部分を含む。)、路肩、道路の附 １０月１ １０月１
町字北八幡 富岡賢治 属物その他の専ら道路の管理上必 日から道 日
街道３８０ 高崎市高松町 要な施設又は工作物をいう。以下 路の占用
番の１から ３５番地１ 同じ。）の新設（道路の附属物に の存続す
同市同字同 係るものに限る。)、改築、維持及 る日まで
４１５番の び修繕
１まで (2) 路肩に接する法面で当該路肩か

のり

ら法長１ｍまでの範囲にあるもの
についての維持

(3) 原則として道路専用施設に係る
災害復旧

◎群馬県告示第２７１号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、令和

３年９月１６日から適用する。

令和３年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太
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「一般社団法人群馬県猟友会 安中市松井田町高梨子１２３３―６（松井田猟友会）
を「一般社団法人群馬県

有限会社金子屋商店 安中市松井田町国衙９０―１ 」

猟友会 安中市松井田町高梨子１２３３―６（松井田猟友会）」に改める。

公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和３年１０月１５日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字赤岩字福島東２５１１－２７ 邑楽郡千代田町大字赤岩２５１１番地の１
村上敦之

２ 北群馬郡吉岡町大字大久保字前原８００－１、８０ 埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号
０－２、８００－３、８００－４、８００－５、８ 株式会社カインズ 代表取締役 高家正行
０１－１、８０２－１、８０３－１、８０４－１、
８０５－１、８０５－３、８０５－４、８０５－
５、８０５－６、８０６－１、８０６－２、８０７
－１、８０７－２、８０７－２地先道路の一部、８
０７－３、８０７－４、８０８－１、８０９－１、
８１５－１の一部、８１５－１地先水路の一部、８
１５－２、８１５－３、８１５－５、８１６－１、
８１６－２、８１６－３、８１６－５、８１６－
６、８１６－７、８１６－８、８１７－１、８１７
－２、８１８－１、８１８－２、８１８－３、８１
９－１、８１９－３、８２０－１、８２０－２、８
２０－３、８２０－４、８２１－１、８２１－２、
８２２－１、８２２－３、８２３－１、８２３－
３、８２３－４、８２４－１、８２４－５、８２５
－１、８２５－２、８２６－１、８２６－２、８２
６－３、８２６－４、８２７－１、８２７－２、８
２８、８２９－１、８２９－２、８３０－１、８３
０－２、８３０－３、８３０－３地先水路の一部、
８３０－４、８３１－１、８３１－２、８３１－
３、８３１－３地先水路、８３２－１、８３２－
２、８３２－３、８３２－４、８３２－５、８３３
－１、８３３－２の一部、８３３－３、８３３－
４、８３６－１、８３７－１、８３７－２、８３８
－１、８３９－１、８４０－１、８４１－１、８４
２－１、８４２－２の一部、８４３－１、８４３－
２の一部、８４４－１、８４５－１、８４６－１、
８４６－３、８４７－１、８４８－１、８４９－１

３ 邑楽郡大泉町大字上小泉字万願寺３８０－１、３８ 邑楽郡大泉町大字上小泉３８３番地
０－５、３８１－２、３８１－４、３８２－３、３ 社会福祉法人協栄会 理事長 関山栄市
８３－６

４ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１４２９－１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚１４９５番地２
小林真一

５ 安中市松井田町二軒在家字東光寺６７６－１、６７ 新潟県新潟市南区清水４５０１番地１
６－２、６７７－１、６８０－１、６８０－４ 株式会社コメリ 代表取締役 捧雄一郎
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毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


